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１ 広告事業の目的 

市の財産を広告媒体として民間企業等の広告を掲載し、広告料を徴収するなど市の新た

な財源を確保することにより、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目

的とします。 

 

２ 広告全般に関する基本的な考え方 

  市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、

広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければなりま

せん。 

 

３ 定義 

⑴ 広告媒体 以下に規定する市の財産のうち広告掲載が可能なものをいいます。 

  ① 市が発行する刊行物及び印刷物 

  ② 市のホームページ 

  ③ 市の財産（動産・不動産） 

  ④ ①から③までに掲げるもののほか、広告媒体として活用できる市の財産 

⑵ 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいいます。 

⑶ 屋外広告物 屋外広告物法第２条第１項の要件を満たすものをいいます。 

 

 

４ 広告の範囲 

  掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものとします。 

⑴ 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

⑵ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

⑶ 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの 

⑷ 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの 

⑸ 社会問題その他についての主義又は主張に当たるもの 

⑹ その他掲載する広告として妥当でないと認められるもの 
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５ 広告事業ごとに定める事項 

  広告事業実施にあたっては、広告の種類ごとに必要な事項を所管課が要綱で定めるもの

とします。 

  要綱の内容については、趣旨、定義、広告の範囲、広告の規格、広告の枠数、広告掲載

の期間、広告掲載者の募集、広告掲載の申込み、広告掲載の決定、広告原稿の作成及び提

出、広告料、広告内容、デザイン等の審査及び協議、広告内容等の変更、広告掲載の取り

消し、広告料の返還等、広告主の責任、委任等を定めるものとします。 

 

６ 屋外広告物について 

  屋外広告物については、本市の景観まちづくり施策推進の観点から、周囲の景観との調

和に特に留意することとします。 

 

７ 広告媒体ごとの基準 

  広告媒体の性質に応じて、要綱で定める事項以外に、広告内容及びデザイン等に関する

個別具体の基準が必要な場合は、所管課が別途基準を定めることができることとします。 

 

８ 広告掲載の基本的な考え方 

  広告事業の内容を踏まえ、法令や要綱に基づき、民間企業等が申請したものに対し、結

果通知書や承諾書による通知または契約の締結等の手続を行うこととします。 

 

９ 広告料について 

  広告掲載により徴収する広告料は、適切な歳入科目で収入することとします。 

 

10 広告料の定め方について 

  広告料の定め方については、当該広告媒体の性質及び価値を考慮するとともに、新たな

自主財源の確保を踏まえ、市場価格に可能な限り準じた適正な金額を定めることとします。 

 

11 広告の募集について 

  広告の募集は、原則公募とし、広報ちがさき、市ホームページ等に次の内容を掲げるも

のとします。なお、募集期間については、概ね１ヶ月とします。 
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⑴ 広告媒体の種類 

⑵ 広告の範囲及び基準 

⑶ 広告の掲載規格 

⑷ 募集する広告の枠数 

⑸ 広告料 

⑹ 募集期間 

⑺ その他必要な事項 

 

12 事業者等の選定方法について 

  広告主となる民間企業等の選定は、広告媒体の性質や広告内容を考慮し、適切な方法に

より行うこととします。 

  

13 事業実施にあたっての相談先について 

  各課が事業を実施するにあたり、相談先となる課は次のとおりとします。 

⑴ 市有財産への広告について                   経営総務部資産経営課 

⑵ 広告付きの物品、備品及び刊行物の購入について     経営総務部契約検査課 

⑶ 屋外広告物への広告について                    都市部景観みどり課 

⑷ 市ホームページ掲載について       企画政策部広報シティプロモーション課 

⑸ 広告事業全般について                  企画政策部行政改革推進課 
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14 事業実施までの基本的な流れ 

 

 

広告事業の検討 

広告事業の概要を決定 

広告主の募集 

結果通知書等 

広告料の納入手続き 

広告の掲載 

要綱・募集要項等の作成 

広告主との調整 
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15 ネーミングライツについて 

本方針の目的に資するため、市有施設等に愛称を付与させる代わりに、本市にその対価

を支払う民間企業等を募集することができることとします。 

  ネーミングライツの募集に関することは、別に定めるものとします。 


